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借地借家法借地借家法借地借家法借地借家法 定期借地権について①定期借地権について①定期借地権について①定期借地権について①

借地法・借家法（旧法 大正10年制定・昭和16年改正）と借地借家法（新法 平成4年施行）名
称が統合されてるだけで、内容はそんなに変わらないですよね？というお話が急な相続で
オーナーになられた方とのお話の際出ました。施行されて20年以上経ちますが、まだまだ浸
透はイマイチなのかなと感じた瞬間です。名称は似ていますが内容がかなり違うこの権利に
はどんな特徴や注意点があるのでしょうか？

No 042709

株式会社プラスワン
〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町1-9-11 石川COビル5階

TEL:03-3255-2305/FAX:03-3255-2306

定期借地権の特徴定期借地権の特徴定期借地権の特徴定期借地権の特徴

TELTELTELTEL：：：：03030303----3255325532553255----2305230523052305

MailMailMailMail：：：：info@kkplus1.cominfo@kkplus1.cominfo@kkplus1.cominfo@kkplus1.com

お気軽にご相談ください

◆普通借地契約（普通借地契約（普通借地契約（普通借地契約（旧法旧法旧法旧法借地権）から定期借地契約への切替は両者の合意があっても無効。借地権）から定期借地契約への切替は両者の合意があっても無効。借地権）から定期借地契約への切替は両者の合意があっても無効。借地権）から定期借地契約への切替は両者の合意があっても無効。

借地借家法附則第6条によると、「施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関して
は、なお従前の例による」と規定がされているため、どうしても切替をしたい場合、旧法借
地権を一度両者にて合意解除し、新たに定期借地契約を結ぶ必要があります。

定期借地権の注意点定期借地権の注意点定期借地権の注意点定期借地権の注意点

①契約の更新がない。契約の更新がない。契約の更新がない。契約の更新がない。

旧法借地権では、正当事由制度と法定更新制度により「貸した土地は半永久的に返って来な
い」と言われていましたが、定期借地権では、賃貸期間満了時に立退料を払わず土地が
返ってきます。
②借地期間の延長がない。借地期間の延長がない。借地期間の延長がない。借地期間の延長がない。

旧法借地権では、借地人が契約期間の途中で建物を建替えた場合、再度期間をリセット
し契約期間が延びてしまう問題がありましたが、定期借地権では、契約期間中に建替え
があっても当初定めた契約期間満了により土地が返ってきます。
③建物買取請求権がない。建物買取請求権がない。建物買取請求権がない。建物買取請求権がない。

旧法借地権では、土地を返す条件として、借地人が所有していた建物を地主に買い取る
ことを請求できましたが、定期借地権では、この建物買取請求出来ないため原則的には、
借地人が建物を取り壊して土地を返還することとなっています。

地主地主地主地主にとっては、定期借地権は旧法借地権と違い安心して土地を貸せる制度です。そのためにとっては、定期借地権は旧法借地権と違い安心して土地を貸せる制度です。そのためにとっては、定期借地権は旧法借地権と違い安心して土地を貸せる制度です。そのためにとっては、定期借地権は旧法借地権と違い安心して土地を貸せる制度です。そのため
ここ数年、定期ここ数年、定期ここ数年、定期ここ数年、定期借地権を利用借地権を利用借地権を利用借地権を利用した商店街の活性化・都市再開発した商店街の活性化・都市再開発した商店街の活性化・都市再開発した商店街の活性化・都市再開発ととととして、「高松市丸亀商店街再して、「高松市丸亀商店街再して、「高松市丸亀商店街再して、「高松市丸亀商店街再
開発」や「ﾗｿﾞｰﾅ川崎・ららぽーと豊洲」などといった成功活用事例があり注目されています。開発」や「ﾗｿﾞｰﾅ川崎・ららぽーと豊洲」などといった成功活用事例があり注目されています。開発」や「ﾗｿﾞｰﾅ川崎・ららぽーと豊洲」などといった成功活用事例があり注目されています。開発」や「ﾗｿﾞｰﾅ川崎・ららぽーと豊洲」などといった成功活用事例があり注目されています。
次回は、定期借地権の種類別地主のメリット・デメリットを説明いたします。（小泉）次回は、定期借地権の種類別地主のメリット・デメリットを説明いたします。（小泉）次回は、定期借地権の種類別地主のメリット・デメリットを説明いたします。（小泉）次回は、定期借地権の種類別地主のメリット・デメリットを説明いたします。（小泉）


